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  入所者・契約者に対する介護福祉施設サービスの提供開始にあたり、施設概要や提

供いたしますサービスの内容等、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明いた

します。 

 

１．施設経営法人（事業者） 

 法 人 名 称 社 会 福 祉 法 人    凌  友  会 

 法人所在地 佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保１９８６番地１ 

 法人代表者氏名 理 事 長     凌  文 子 

 電 話 番 号 （０９５２）９８－３５２１ 

 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （０９５２）９８－３５１３ 

 電子メール info@ryoyuukai.jp 

 

２．サービス事業所 

 施 設 の 種 類 介 護 老 人 福 祉 施 設 

 指定年月日・番号 平成１１年１０月２２ 日  佐賀県 4170100020 号 

 施 設 の 名 称 特別養護老人ホーム    桂  寿  苑 

 施設長(管理者) 苑  長      凌    文  子 

 定      員 ５０名 

 所  在  地 佐賀市久保泉町大字川久保 1986 番地１ 

 電 話 番 号 （０９５２）９８－３５２１ 

 ＦＡＸ番号 （０９５２）９８－３５１３ 

 電子メール info@ryoyuukai.jp 

 

３．同一敷地内で実施する事業 

事業の種類 佐賀県知事の事業者指定 利用 

定員 

指定年月日 指定番号 

介護老人福祉施設 平成 11 年 10 月 22 日 佐賀県 4170100020 号 50 人 

地域密着型通所介護 

総合事業 

平成 3 0 年 1 0 月 1 日 

平成 30 年 4 月 1 日 

佐賀県 4190100513 号 

佐賀県4170100020 号 

18 人 

短期入所生活介護 

介護予防短期入所 

平成 11 年 10 月 22 日 

平成 18 年 4 月 1 日 

佐賀県 4170100020 号 20 人 
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４. 事業の目的及び運営方針 

１．入所者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むこ 

    とができるように支援する。 

２．入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立った、利用者本 

    位のサービスを提供する。 

３．入所者による自己決定・自己責任を基本に、その人らしさを大事にし 

    た、個別対応に努める。 

４．明るく家庭的な雰囲気のもと、生活の場として満足できる環境整備と生 

    活援助を行う 

５．地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、佐賀中部広域連合等の保険者、 

  居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他保健医療 

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

 

５．施設の概要（短期入所生活介護事業含む） 

当施設では以下の居室・設備を用意しております（介護老人福祉施設・短期

入所生活介護、介護予防短期入所生活介護含む）。居室は、入所者・契約者の

希望や、利用者の心身状況や空室の状況により施設職員で検討した後、決定い

たします。場合によっては、ご希望に沿えないこともありますので、ご了承下

さい。 

敷地    １２９９０.０４ ㎡ 

建物 

 

 

構造   鉄筋コンクリート造平屋建（耐火建築） 

延べ床面積  ２２７９.４４㎡（短期入所生活介護事業含む） 

利用定員   ７０名（短期入所生活介護事業含む） 

（１）居    室 

居室の種類 室 数 面 積 １人あたり面積 

静養室 １室 １７.５㎡ ８.７５ ㎡ 

１人部屋 ２室 ２１㎡ １０.５㎡ 

１人部屋 １室 １９.５０㎡ １９.５０㎡ 

１人部屋   １室 １０.５０㎡ １０.５０㎡ 

２人部屋 ２室 ６０.００㎡ １５.００㎡ 

２人部屋 ５室 ９０.００㎡ ９.００㎡ 

２人部屋 １室 １７.６７㎡ ８.８３５㎡ 

２人部屋 １室 １８.６８㎡ ９.３４㎡ 

４人部屋 １２部屋 ３６０㎡ ７.５㎡ 

計    ２６ 室 ６１４.８５㎡ ８.７８㎡ 
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（２）主な設備 

設 備 の 種 類 数 面積 

食堂（南） １室   ５８㎡ 

機能回復訓練室/食堂 １室 ７６.４６㎡ 

作業・リハビリ室/食堂 １室   １０２㎡ 

  浴  室 １室     ６５.９㎡ 

（特殊浴槽、チェア－浴槽、一般浴槽） 各１  

医務室 １室 ２２.５㎡ 

 

６. 職員体制 

 

従業者の職種 

員

数 

常勤換算後

の人員 

 

主な資格 

施 設 長 1   社会福祉主事 

生活相談員 2   社会福祉士 

介護職員 44  介護福祉士 

看護職員 5   看護師・准看護師 

介護支援専門員 2   介護支援専門員 

医   師 2  医師 

管理栄養士 1  管理栄養士 

機能訓練指導員 2  作業療法士 

 

７. 職員の勤務体制 

職種 勤務体制 

施設長  正規の勤務時間帯    （  ８：３０ ～ １７：３０） 

生活相談員  主な勤務時間帯      （  ８：３０ ～ １７：３０） 

 

    入所者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援 

  を行います 

介護職員   主な勤務時間帯  

    早    出        （  ７：００ ～ １６：００） 

    日    勤        （  ９：００ ～ １８：３０） 

    遅    出        （１０：００ ～ １９：３０） 

                    （１２：００ ～ ２２：００） 

    夜    勤       （２２：００ ～ 翌朝７：００） 

    入所者の日常生活上の介護並びに健康維持のため 

  の相談・助言等を行います 
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看護職員  主な勤務時間帯     （８：３０ ～ １７：３０） 

 原則として３名体制で勤務します。 

 夜間については、交代で自宅待機を行い、緊急時に備 

 えます。 

 

    主に、入所者の健康管理や療養上の援助を行いま 

  すが、日常生活上の介護等も行います 

介護支援専門員  有資格者が兼務します。 

（８：３０ ～ １７：３０） 

 

    入所者に関わる施設サービス計画（ケアプラン） 

  を作成します 

医  師 

 必要に応じ随時診察可能です。 

 

   入所者の健康管理及び療養上の指導を行います 

管理栄養士  主な勤務時間帯        （８：３０ ～ １７：３０） 

 

８. 施設サービスの概要 

     介護保険給付サービス 

種  類 内            容 

食  事 ・管理栄養士の立てる献立表により、栄養と入所者の身体状

況・要望に配慮した楽しく豊かな食事を提供します。 

・入所者の自立支援の為、原則として離床により食堂にて食 

  事を取っていただきます。但し、体調不良等の事由により 

  離床が困難な場合は、その限りではありません。 

（食事時間） 

     朝 食     ７：３０ ～ 

     昼 食   １２：００ ～ 

     夕 食   １８：００ ～ 

排  泄 
・入所者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄 

  の自立についても適切な援助を行います。 

入  浴 

・基本的に週２回以上の入浴または清拭を行います。 

・寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も 

  可能です。 

（入浴日） 

      月水金 機械浴（チェア－浴）・介助浴・普通浴 

   火木土 機械浴（特浴） 
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離床、着替え 

整容等 

・寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え毎朝夕の着替えを行うよう努めます。 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援 

 助をします。 

・シーツ交換は週１回、寝具消毒は月１回以上実施します。 

 

機能訓練 

・機能訓練指導員により入所者の状況に適合した機能訓練を 

  行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 

 

 歩行器     ７機         車椅子           ５０機 

 

健康管理 

・医師及び看護婦による健康管理をいたします。又、必要に 

  応じ、随時、医師の診察を受けることができます。 

   医療機関    医 院 名    凌 皮膚科医院 

                医師氏名    凌 太郎 

              診療科目    内 科、皮膚科 

・緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責 

  任をもって引継ぎ対応いたします。 

       協力医療機関      うえむら病院 

 

相談及び援助 

・当施設は、入所者およびそのご家族からのいかなる相談に 

  ついても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行う 

  よう努めます。 

       相談窓口担当者    真崎智子 

 

社会生活上のサービ

ス 

・当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設 

  での生活を実りあるものとするため、適宜レクリエーショ 

  ン等行事を企画します。 

・主な活動 

    音楽リハビリ   

・主なレクリエーション行事 

 年間行事計画に沿って実施します。 

  誕生会、季節行事、運動会、ドライブ等 

  レクリエーションによっては、レクリエーション経費を契 

  約者等に負担していただく場合があります 

・行政機関に対する手続きが必要な場合には、入所者及びご 

  家族の状況によっては、代行いたします。 

 

その他のサービス 

サービス 内     容 

 

理髪・美容 

・可能な限り、当苑の職員が希望に応じて、外部サービスの調

整をいたします。 

（別紙参照） 
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日常生活品の購入

代行 

・利用者及び契約者等が自ら購入が困難である場合は、施設 

  の購入代行サービスをご利用いただけます。ご利用の際 

  は、やむをえない場合を除き、前日までにお申出下さい。 

    申込先  生活相談員   真崎 智子 

 

 

貴重品保管 

 

・貴重品保管は事業所で行います。詳細は、次のとおりです。 

    保 管 す る も の        ：保険証類。 

  保   管   場   所        ：事務室大金庫、施錠付鉄製保管庫。 

    保  管  管  理  者        ：施設長が責任をもって管理します。 

 

主な週間スケジュール 

曜日 午前 午後 

日曜日 町活動 町活動 

月曜日 音楽リハビリ・入浴 入浴 

火曜日 音楽リハビリ・入浴 町活動 

水曜日 音楽リハビリ・入浴 入浴 

木曜日 音楽リハビリ・入浴 町活動 

金曜日 音楽リハビリ・入浴 入浴 

土曜日 町活動・入浴 町活動 

 （その他    談話会、法要、避難誘導訓練） 

 

 主な年間行事計画 

４月 開苑記念式典 １０月  

５月 こどもの日企画 

菖蒲湯 

ホタル見物 

１１月 バルーンフェスタ見物 

６月 長光園との交流会 

 

１２月 ゆず湯（冬至） 

忘年会 

もちつき 

７月 七夕まつり 

ビアホール 

  １月 新年祝賀会 

職員演芸大会 

８月 盂蘭盆会法要 

盆踊り大会 

すいとん作り 

  ２月 節分豆まき企画 

 

９月 敬老の日 記念式典 

職員演芸大会 

  ３月 ひなまつり企画 

       ※都合により変更する場合がございます。 
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９．利用料 

 別紙の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から

介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）と食事に関わる標準自己負担額

の合計金額をお支払い下さい。（サービス利用料金は、厚生労働大臣によりま

す「介護給付費単位数サービスコード表」に基づいて算出された金額です。

「介護給付費単位数サービスコード表」の内容が変わりますと利用料金が変わ

る場合もございます） 

入所者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を

いったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金

額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、入所者

が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明

書」を交付します。 

 

（２） その他介護給付サービス加算 

厚生労働大臣によります「介護給付費単位数サービスコード表」に基づいて

算出された金額です。「介護給付費単位数サービスコード表」の内容が変わり

ますと利用料金が変わる場合もございます） 

【初期加算】 

   自己負担 ３０円／１日（３０日間加算） 

【入院・外泊加算】 

 自己負担 ２４６円／１日（６日間を限度） 

【看取り介護加算】 

   自己負担 ７２円／１日（死亡日４５日前～３１日前） 

自己負担 １４４円／１日（死亡日以前３０日前～４日前） 

   自己負担 ６８０円／１日（死亡日の前々日及び前日） 

   自己負担 １２８０円／１日（死亡日） 

他、施設サービスの職員提供体制等、体制に応じた加算の自己負担がございます。 

 

（３） 介護保険の給付対象とならないサービス 

(ア) 食

食事の提供に関する費用（食材料及び調理費） １４４５円 

(イ) 居

居住に要する費用（光熱水費）         ８５５円 

 

   （ウ） その他 

サービス内容 利   用   料 

特別な食事 ・要した費用の実費 

日常生活に要するもので本人に負担

いただくことが適当であるもの 

・日常生活品の購入代金  等 
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（４）利用料金の支払い方法 

前記（１）～（３）の料金・費用は、1 ヶ月毎に計算し、ご請求いたします。 

翌月末日までに下記の方法でお支払いいただきます。（1 ヶ月に満たない期間の

サービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします） 

    金融機関口座からの自動引き落とし 

    ご利用いただける金融機関    佐賀銀行 

（５）入所中の医療提供について 

  入所者が医療を必要とする場合は、入所者・契約者の希望により下記医療機

関において診察その他の医療を受けることができます。（但し、下記医療機関

での優先的な診療その他の医療を保障するものではありませんし、下記医療機

関での診療その他の医療を義務付けるものでもありません） 

医療機関 

 医療機関名   凌 皮 膚 科 医 院    

 医      師   凌  太 郎 

 所  在  地   佐賀市松原３丁目４－３ 

 電 話 番 号   ０９５２－２３－３２２６ 

 診  療  科   内科、皮膚科 

協力歯科医療機関 

歯科医療機関名  下平歯科医院     院長 下平 格 

所在地  佐賀市神野西３丁目１-２１ 

電話番号  ０９５２-３１-１８４０ 

 

１０．身元引受人 

  契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。 

     但し、別紙契約書は、三者契約にて締結をお願いしております。入所契約が

終了した後、当施設に残された利用者の所持品（残置物）を入所者が引取れな

い場合等は、契約者に残置物を引きとっていただきます。 

     又、入所者へのサービス提供に関わる各種確認事項等も契約者にお願いたし

ます。 

１１．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

  当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以

下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、

仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との利用者に退所し

ていただくことになります。 

①   事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によ 

  りホームを閉鎖した場合 

②  施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 

③  当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

④  ご契約者から退所の申し出があった場合 

⑤  事業者から退所の申し出を行った場合 
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（１）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除） 

  契約の有効期間であっても、ご契約者より当施設からの退所を申し出ること

ができます。その場合には、退所を希望する日の 7 日前までに解約届出書をご

提出下さい。但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所

することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② 施設の運営規定の変更に同意できない場合 

③ 入所者が入院された場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉

施設サービスを実施しない場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により入苑者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい

重大な事情が認められる場合 

⑦ 他の入所者が入所者の身体・信用当を傷つけた場合もしくは傷つける恐れ

がある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの退所の申し出により退所していただく場合（契約解除） 

  以下の事項に該当する場合には、当施設より退所していただくことがありま

す。 

 一  ご契約者が、契約締結時に入所者の心身状況及び病歴等の重要事項につ

いて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継

続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

  二  ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当

期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

  三  入所者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしく

は他の入所者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行

為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ

た場合 

 四  入所者が連続して３か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれ

る場合もしくは入院した場合（入院された場合は（３）の通りです） 

 五  入所者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設

に入院した場合 

 

（３）利用者が病院等に入院された場合の対応について 

  当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は以下の通

りです 

①   検査入院等、6 日間以内の短期入院の場合 

 ６日間以内の入院の場合は、退院後再び当施設への入所が可能です。 
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②  ７日間以上３ヶ月以内の入院の場合 

    ７日間以上の入院の場合は、契約を解除する場合があります。 

但し、契約を解除した場合であっても、３ヶ月以内に退院された場合に

は、再び当施設に優先的に入所できるよう努めます。又、当施設が満室の場

合には、短期入所生活介護サービスを優先的に利用できるよう努めます。 

③  ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合がありま

す。この場合には再び当施設に優先的に入所することはできません。 

（４）円滑な退所のための援助 

  入所者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者は入所

者の心身状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下

の援助を入所者又はご契約者に対して速やかに行います。 

  ・適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

  ・居宅介護支援事業者の紹介 

  ・その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者の紹介 

 

１２．苦情等申立 

（１）当施設における苦情の受付・処理 

  当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

受付担当者 生活福祉課長 多良 弘典 

受付時間 毎週月曜日～金曜日    ８：３０ ～ １７：３０ 

但し、内容・ご都合によってはその限りではありません 

ご利用方法 電 話 ＦＡＸ   (0952)98-3521   (0952)98-3513 

面      接     当施設面会室にて 

苦  情  箱     施設内に設置 

電子メール     info@ryoyuukai.jp 

苦情処理第三者委員  

氏名：小野原 祐則 住所：佐賀市金立町大字薬師丸90 

電話番号：0952‐98‐1892 

氏名：山口 直美  住所：佐賀市久保泉町大字川久保3700   

電話番号：090-4985-6861 

※公平中立な立場で、苦情を受け付け相談にのっていただける委員です。 

●苦情・要望の具体的受付方法 

 「苦情申し出窓口」各事業所 

 電話・口頭・文書・メール等での受付 

 利用者・家族・職員アンケート調査 

 サービス担当者会議 

 面会時や送迎時に情報交換 

など具体的な方法がございます。 
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●具体的対応の経過 

桂寿苑では、以下の方法で苦情対応から公表までの取り組みを行っています。 

① 苦情を受けた担当者は受けた苦情を全て速やかに苦情解決委員会に報告 

              ↓ 

②苦情申出人との話し合い（第3者委員の助言）。 

話し合いの内容の結果、改善事項などの書面で記録 

              ↓ 

③苦情受付担当者は、受付から解決、改善までの経過と結果について書面に記録す

る。 

苦情解決責任者は、一定期間毎に第3者委員に報告し必要な助言を受ける 

一定の経過期間（取り組み実施後のモニタリング報告）を第3者へ報告する 

              ↓ 

④公表 

●具体的な公表の方法を下記に記載しています。 

   １、玄関掲示板 

   ２、談話会で入苑者へ報告 

   ３、アンケート内容、回答報告（遠方へは郵送）（苑玄関） 

   ４、家族説明会実施（年間１回） 

   ５、その他 （職員への回覧。会議での報告。委員会での検討会） 

６第三者委員告                   等 

 

（２）行政機関その他苦情受付期間 

佐賀中部広域連合 佐賀市白山二丁目１番１２号（佐賀商工ビル

5 階）（０９５２）４０－１１１１ 

国民健康保健団体連合会 佐賀市呉服元町７番２８号 

（０９５２）２６－４３０２ 

 

１３．非常災害時の対策 

 
業務継続計画（ＢＣＰ） 

自然災害や感染症が発生した場合における業務継続計画（BCP）に沿って、自然災

害発生時や感染症発生時においても、優先的に重要業務が継続する、または早期

復旧することを目指します。 

（１）業務継続計画は現実的な計画とし、年 1回以上は見直しを行います。 

（２）職員に対して年に 1回以上は研修・訓練を行います。 

非常災害時の対応  別途定める「特別養護老人ホーム桂寿苑消防計画」 

及び業務継続計画（BCP）にのっとり対応を行います。 

 

近隣との協力関係   久保泉町自治会、久保泉消防団等地元組織と、非常時 

  の相互応援をお願いしています。 
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平常時の訓練等 

防災設備 

  別途定める「特別養護老人ホーム桂寿苑消防計画」に 

 のっとり年 12 回夜間および昼間を想定した避難訓練 

  を、入所者の方も参加して実施します。 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ あり 防火扉・ 

シャッター 

２個所 

非常階段 

 

平屋の為 

設置無し 

屋内消火栓 あり 

自動火災報知機 あり 

 

非常通報装置 あり 

誘導灯 あり 漏電火災報知機 あり 

 

ガス漏れ報知機 あり 

 

非常用電源 あり 

カーテン等は防煙性能のあるものを使用しております。 

消防計画等  消防署への届出日：令和 5 年 9 月 

 防火管理者：坂井 義尚 

 
感染症対策 

本事業所は、感染症の予防及びまん延防止について次に定める措置を講じます。 

（１） 事業所内において感染症が発生・まん延防止のために指針に沿って、同

法人の他職種と連携を図りながら衛生管理を行います。 

（２） 感染症の発生及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に

開催し、その結果を職員に周知徹底を図ります。 

（３） 職員に対して感染症発生及びまん延防止について止のための研修を実施

します。 

 

事故発生時の対応 

利用者に対して、サービスを提供したことにより損害賠償すべき事故が発生した場

合には、市町村、保険者、家族等への連絡を行うとともに損害賠償を速やかに行い

ます。 

連絡先  佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保 1986番地 1  

電話０９５２－９８―３５２１ 

 

１４．サービスの第三者評価の実施状況について 

 

実施の有無 無 第三者評価機関 無 

実施した直近の年月日 無 評価結果の開示状況 無 
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１５．当施設ご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 来訪者は、面会時間を遵守し、必ず職員に申しでて

ください。来訪者が宿泊される場合には必ず許可を

得てください。 

   面会時間  ９：３０ ～ １７：００ 

上記時間以外の面会の際には事前にご連絡下さい。 

外出・外泊 外泊・外出の際には必ず行き先と帰宅時間を職員に

申出てください。 

嘱託医師以外の 

医療機関への受診 

原則として、家族付添いといたしますが、内容によ

っては当施設より付添い・送迎をいたします。 

居室・設備・器具

の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがっ

てご利用下さい。これに反したご利用により破損等

が生じた場合、賠償していただくことがあります。 

迷惑行為等 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願いま

す。また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入ら

ないようにしてください 

宗教活動・政治活動 施設内で他の入所者に対する宗教活動および政治活

動はご遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りし

ます。 

広報 施設独自のホ－ムペ－ジ・パンフレットにより事業

所のサ-ビス内容、取り組み等広報活動に取り組んで

います。 

 

 

１６.身体拘束廃止の向けての取り組み 
（1）サービス提供に当たり、利用者または他の利用者の生命または身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合（切迫性・非代替性・一時性を満たしている場合）

を除き、身体拘束を行いません。 

（2）緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合は、その事由を利用者及びご家族様等

に提供ケアに関する説明書をもって説明し同意を得ます。 

（3）事業所は、緊急やむを得ず行う身体拘束について実施状況の記録を整備し、そ

の廃止に向けて対策を検討する委員会を随時開催する等、身体拘束廃止の取り

組みをします。 

（４）身体拘束等の防止・廃止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、そ

の結果を職員に周知徹底を図ります。 

（５）身体拘束等の廃止のための指針に基づき必要な措置を講じます。 

（６）職員に対する身体拘束等の防止・廃止のための研修を実施します。 
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１７.虐待防止の為の措置 
 

本事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に定める措置を講じま

す。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を職員に

周知徹底を図ります。 

（２） 虐待の防止のための指針に基づき必用な措置を講じます。 

（３） 職員に対する虐待の防止のための研修を実施します。 

（４） 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

 （担当者：特別養護老人ホーム 管理者） 

（５） 虐待等が発生した場合または虐待が疑われる場合には、速やかに市町村に通報

します。 

 

１８.守秘義務 
（1） 介護老人福祉施設の支援を行う上で知り得た入苑者及び家族に関する個人情

報を正当な理由もなく第三者に提供しません。また、契約が終了した後も同

様です。 

（2） 入苑者及び家族の情報を用いる場合は、事前に文書による同意を得た上で、

下記に掲げる理由に限り使用できるものとします。 

１）桂寿苑内部での使用 

     ・介護保険事務 

     ・介護サービス内容及びサービス提供について 

     ・施設行事や施設内の掲示物、施設の発行する文書類 

     ・入退所等の管理 

     ・会計、経理 

     ・事故等の報告     

   

２）他の事業所への情報提供（情報を提供することで本人の利益となるもの） 

     ・介護保険事務（審査支払機関等へのレセプトの提出） 

     ・介護保険者からの照会への回答  など 

３）上記以外の利用 

     ・介護サービスや業務の維持、改善のための基礎資料 

     ・桂寿苑事業所において行われる実習への協力    

 の場合とします。 

 

１９．ご利用にあたっての禁止事項 

 

ハラスメントを防止し職員が安心して働くことができる環境を整えることは、利用

者の皆様への適切なサービスの提供につながります。場合によっては、契約に基づき

介護老人福祉施設サービスの提供ができなることも考えられます。ご協力をお願いい

たします。 
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（１） 職員に対して行う暴言・暴力・いやがらせ、誹謗中傷等の迷惑行為 

（２） パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント等

のハラスメント 

行為 

（３） 職員の同意なく、職員の写真や動画を撮影または録音等を実施し、SNS 等に

掲載すること 

（４） 職員や他利用者に対しての宗教活動、政治活動、営利活動等 

※ 具体的には「体を叩く」「物を投げる」「つばを吐く」「理不尽な言葉」

「執拗に体にさわる」「性的な話」「大声で怒鳴る」などを想定していま

す。 

 

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者の職員（職名      氏名           ） 

から上記重要の事項の説明を受けたことを確認します。 

 

  令和   年   月   日 

 

 

入所者      住所                                     

 

            氏名                                      

         （代筆者            ㊞   続柄     ） 

  

 

契約者      住所                           ℡                

 

            氏名                          ㊞             

 

            入所者との関係                               


